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   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施 

行規程 

 

                        平成２２年１月２１日 

                        企業管理規程第１１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例（平成２２年北播磨総合医療センター企業団条例第６号。以下「条例」

という。）の規定に基づき、公務災害補償等認定委員会（以下「認定委員会」

という。）及び公務災害補償等審査会（以下「審査会」という。）の組織及び

運営、補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （認定委員会） 

第２条 認定委員会は、委員長が招集する。 

２ 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決す

ることができない。 

３ 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、委

員長は、委員として議決に加わる権利を有する。 

４ 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。 

５ 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事

の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を記載しなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会

が定める。 

（審査会) 

第３条 審査会は、会長が招集する。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決するこ

とができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長

は委員として議決に加わる権利を有する。 

４ 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。 

５ 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の

要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。 

（補則） 

第４条 この規程で定めるもののほか、補償の手続その他条例の実施に関して
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は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

（昭和４３年三木市規則第２号）の規定の例による。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成２２年１月２１日から施行する。 


